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調達物品名 

 

食器洗浄機（城山学校給食センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市 財政局 財政部 契約課 
 

 

 

 

（令和７年１２月１５日入札公告分） 
 



 この入札説明書は、政府調達に関する協定（平成７年条約第２３号）、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）、地方公共団体の

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）、相模原市契約規則（平

成４年相模原市規則第９号。以下「契約規則」という。）、相模原市の物品等又は特定役務の調達手続

の特例を定める規則（平成２２年相模原市規則第４３号。以下「特例規則」という。）、本件の調達に

係る入札公告（以下「入札公告」という。）のほか、本市が発注する調達契約に関し、一般競争に参加

しようとする者（以下「入札参加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項

を明らかにするものである。 

 

１ 入札に付する事項 

（１）入札番号 

   ４０６５ 

（２）契約件名 

   食器洗浄機（城山学校給食センター） 

（３）数量 

    別紙仕様書のとおり 

（４）納入期限 

   別紙仕様書のとおり 

（５）納入場所 

別紙仕様書のとおり 

 

２ 入札参加に必要な資格に関する事項 

入札に参加することができる者は、次に掲げる条件をすべて満たしているものとする。 

（１）政令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）入札日現在、相模原市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱（平成８年４月１日施行）に基

づく指名停止期間中でないこと。 

（３）参加する者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例（平成２３年相模原市

条例第３１号。以下「市暴力団排除条例」という。）第２条第４号に規定する暴力団員等（以下

「暴力団員等」という。）と認められないこと、又は、法人等（法人又は団体をいう。）である場

合には、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等と認められないこと。 
（４）神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号。以下「県暴力団排除条例」とい

う。）第２３条第１項に違反したと認められないこと。 
（５）県暴力団排除条例第２３条第２項に違反したと認められないこと。 
（６）市暴力団排除条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められないこと、又

は参加する者の支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）の代表者が、

暴力団員等と密接な関係を有すると認められないこと。 
（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始に申立てがなされている者（更



生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定が確定している者を除く。）

でないこと。 

（８）入札開始日の前日現在、契約規則に基づく令和７・８年度競争入札参加資格者として登録され、

営業種目「業務用厨房機器類」での認定がなされていること。 

（９）別紙「入札案件概要書」に定める参加条件に該当すること。 
（１０）事業協同組合が申請する場合、当該組合の組合員は申請できない。この場合、事業協同組合 

は組合の組合員を示す名簿を提出すること。 

 

３ 問合せ先及び契約条項を示す場所 

〒252-5277 相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相模原市財政局財政部契約課 

電話  ０４２－７６９－１３９１（直通） 

ＦＡＸ ０４２－７６９－５３２５ 

Ｅメールアドレス keiyaku@city.sagamihara.kanagawa.jp 

ホームページＵＲＬ https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/ 

 

４ 入札参加資格確認申請の手続に関する事項 

２（８）に基づき、本市競争入札参加者名簿に登載がない者が特定調達に係る競争入札参加資格認 

定申請を行う場合は、次の方法によること。 

（１）資格認定申請に関する問合せ先 

「３ 問合せ先及び契約条項を示す場所」のとおり  

（２）申請及び書類提出期限 

別紙「入札案件概要書」のとおり 

（３）その他 

詳細は、かながわ電子入札共同システム内｢電子入札システム｣（以下「電子入札システム」と 
いう。）の説明によること。 

ホームページＵＲＬ https://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/ 

 

５ 入札参加の手続に関する事項 

入札参加者は、次のとおり書類を提出すること。 

（１）提出書類 

ア 競争参加資格確認申請書（別紙１)（電子入札システムによる申請の場合は不要） 

イ ２（９）に該当する契約書の写し（要件に該当することが確認できる部分の抜粋） 

ウ 出荷証明書（別紙２） 

（２）提出期間及び提出方法 

５（１）の提出書類を、令和７年１２月１５日（月）午前９時から令和７年１２月２３日（火）

mailto:keiyaku@city.sagamihara.kanagawa.jp
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/
https://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/


正午までに電子入札システムにより提出すること。 

ただし、電子入札システムが利用できない場合は、紙等により提出すること。 
（３）提出場所 

「３ 問合せ先及び契約条項を示す場所」に提出すること。 

※紙等による提出を希望する場合、電子入札システムが利用できないことを確認する必要があ

るため、事前に「３ 問合せ先及び契約条項を示す場所」に電話等で連絡すること。 

（４）入札参加資格の有無については、競争参加資格確認通知書により通知する。 

（５）入札参加者は、提出された書類に関し説明を求められた場合は、これに応じること。 

（６）提出書類受付締切日時は、紙等により提出する場合も同様とする。紙等により競争参加資格確認

申請書を提出した場合、以降、入札書提出に至る一連の手続きを紙等により行う（以下、当該手続

きを「紙入札」という。）。紙入札に当たっては、別途、紙入札承認を受けること。 

※紙入札による場合は、郵便入札とする。 

（７）競争参加資格確認通知書発行期間は、別紙「入札案件概要書」のとおり。 

 

６ 入札・開札の日時に関する事項 

電子入札システムにより入札等を行う。 

（１）入札期間 

   令和８年１月２６日（月）午前９時から令和８年１月２７日（火）午後５時まで 

（２）開札日時 

令和８年１月２８日（水）午前１０時００分 

（３）場所  

相模原市中央区中央２丁目１１番１５号 

相模原市役所第２別館３階入札室 

※郵便入札における入札書受付締切日時等は、「１６ 郵便入札に関する事項」の説明による。 

 

７ 入札参加資格の喪失に関する事項 

（１）入札参加を認められた後、入札書提出期限までに公告で定めた入札参加の資格を満たさなくな

ったときは、入札の参加資格を喪失する。 

（２）入札参加資格を喪失した入札参加者は、速やかに電話等で「３ 問合せ先及び契約条項を示す

場所」まで連絡し、入札参加資格喪失届を提出すること。 

 

８ 入札説明書（仕様書等）に関する事項 

（１）入札説明書（仕様書等）は、相模原市ホームページ「ＷＴＯ「政府調達協定」の適用について」

の「入札説明書」からダウンロード可。 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/keiyaku/1026670/1003487.html 

（２）ダウンロードにより配布する仕様書等は積算用のため、それ以外の用途での使用・譲渡・再配

布は禁止する。 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/keiyaku/1026670/1003487.html


（３）質問及び回答 

質問及び回答の期限は「入札案件概要書」のとおり。 

※質問は、相模原市ホームページ「申請書ダウンロード」に掲示している「質問回答書（電子入

札用）」により作成し、電子入札システム内で添付ファイル形式により提出すること。 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shinseisho_menu/keiyaku/index.html 

※仕様書に記載されている参考製品以外の製品の納品を希望する場合は、「質問回答書（電子入

札用）」を質問期限までに電子入札システム内の添付ファイル形式により提出し、「３ 問合

せ先及び契約条項を示す場所」の承認を得ること。 

※紙入札参加者は、事前に「３ 問合せ先及び契約条項を示す場所」に電話等で連絡の上、E-mail

の方法で「質問回答書（電子入札用）」を提出すること。 

※回答は、原則として電子入札システム内で公開するが、紙入札参加者については、E-mail によ

り回答を送付する。 

 （４）質問は、上記（３）以外の方法によるものは受け付けない。 

 
９ 入札保証金に関する事項 

契約規則第８条第３号により免除とする。 
 
１０ 入札金額の記載に関する事項 

（１）入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額（当該金額に１円未満の端数

があるときはその端数金額を切り捨てた金額）を加算した金額を持って契約金額とする。 
（２）入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 

積算した契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札金額とす 

ること。 

 

１１ 入札の無効に関する事項 

   次のいずれかに該当する場合は無効とする。 

  （１）政令第１６７条の４に定める入札参加資格のない者がした入札 

（２）契約規則第１６条に該当する入札若しくは同規則に違反した入札 

（３）ＩＣカード登録後に変更が生じているにもかかわらず、変更手続をしないまま入札に参加し

た入札 

（４）他人名義のＩＣカードを不正に取得し、使用して行った入札 

（５）ＩＣカードを不正に使用した入札 

（６）次に掲げる不備があった紙入札書 

ア 入札者等の記名がないもの 

イ 金額を訂正したもの又は金額の記載が不鮮明なもの 

ウ 誤字・脱字等により意思表示が不明瞭なもの 

エ 公告に示した案件名の記載がないもの 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shinseisho_menu/keiyaku/index.html


オ 所定の日時までに到達しないもの 

カ 封筒に入札書を２通以上入れたもの 

キ その他事前に示した項目の記載が漏れているもの 

ク 紙入札承認を受けていないもの 

 

１２ 落札者の決定方法に関する事項 

（１）予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

（２）原則として、落札者の決定は開札日とする。 

（３）最低札が同額の場合は、くじ引きにより決定とする。 
（４）入札執行回数は、原則として１回とするが、開札の結果、予定価格の範囲内の入札がないと

きは、再度入札を１回行う。その場合は「電子入札システム」により開札日から起算して７日

（閉庁日を除く。）以内に再入札通知書を発行する。 
なお、１回目の入札に参加しなかった者、無効な入札をした者または１回目の入札で失格と

なった者は再度入札に参加することができない。 

（５）落札者決定通知書は電子入札システムにより通知する。 

（６）紙入札により参加した者へは（４）及び（５）の通知はE-mailにて通知する。 

 

１３ 契約保証金に関する事項 

原則として、契約金額の１０分の１以上の契約保証金を契約時までに納付すること。ただし、契

約規則第３４条の規定に該当する場合、契約保証金を免除できるものとする。 

 
１４ 入札の中止等に関する事項 

（１）入札を公正に執行することができないと判断したときは、入札を中止、延期又は取消しをす

る。 
（２）開札した後であっても、地方自治法第２３４条第５項の規定により契約が確定する前に、発

注者による、入札執行手続きの誤り又は入札公告や仕様書の誤りが原因で、入札の公正性が損

なわれていることが判明した場合には、入札を取消しとすることがある。 
（３）入札参加者がない入札については、中止とする。 
（４）入札を中止、延期又は取消した場合は、その旨を入札参加者全員に通知する。 
（５）入札が中止、延期又は取消しとなった場合、入札のために要した費用を相模原市に請求する

ことはできない。 
 

１５ 契約金の支払方法に関する事項 

  納品検査終了後、請求に基づき契約金額を一括して支払う。 

      

１６ 郵便入札に関する事項 
（１）郵便入札は、原則として遠隔地（例えば日本国外等）にある者を対象とする。郵便入札を行



う場合は、「３ 問合せ先及び契約条項を示す場所」に事前に連絡すること。 
（２）郵便入札は、「簡易書留」又は「一般書留」郵便によること。この書留郵便は、二重封筒と

し、別紙様式による入札書を中封筒に入れ封緘の上、中封筒には氏名等を朱書すること。外封

筒には入札番号、件名及び開札日を記載するとともに「入札書在中」と朱書し、「３ 問合せ

先及び契約条項を示す場所」宛てに郵送すること。また、郵送した日に「３ 問合せ先及び契

約条項を示す場所」に必ず電話連絡すること（日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日午前９時か

ら正午まで及び午後１時から午後５時まで）。 
（３）加入電信、電報、電話その他の方法による入札は認めない。 

（４）提出期限は、別紙「入札案件概要書」のとおり。 

 

１７ 開札に立ち会う者に関する事項 

 開札は電子入札システムにおいて行うため、原則として入札者の立会いは要しない。ただし、立 

会いを希望する場合は、開札日前日までに「３ 問合せ先及び契約条項を示す場所」に連絡するこ

と。 

また、開札に立ち会う者は、入札者又はその代理人とし、代理人が立ち会う場合は、入札に関す

る権限及び開札の立ち会いに関する権限の委任をした書類を事前に提出しなければならない。 

 

１８ その他 

(１）契約の締結にあたっては、契約書の作成を要する。なお、契約書の作成費用は落札者の負担

とする。また、契約条項は、別添「契約書（案）」による。 

（２）この調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３

条）の適用を受けるものである。 

（３）契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（４）談合に関する情報がよせられた場合は、相模原市談合情報対応マニュアル（平成１６年６月

１日施行）によるものとする。 

（５）苦情申立て  

ア 当該調達に関し、相模原市入札監視委員会に対して苦情申立てを行うことができる。 

イ 落札者の決定後苦情申立てが行われた場合、相模原市政府調達に関する苦情処理手続要綱

（平成２２年４月１日施行）に基づき、契約締結の停止等が行われる場合がある。 

(６) 競争入札参加資格の決定を受けていない者の参加 

２(８)に掲げる競争入札参加資格の決定を受けていない者が競争入札に参加するためには、

当該参加資格を有する旨の決定を受けなければならない。 

（７）手続等の詳細及びこの公告に規定のない事項については、「契約規則」、「特例規則」、「電子

入札運用基準」及び「相模原市物品購入（工事に使用する物品以外）に係る電子入札実施要領」

によるものとする。 
（８）落札決定後、契約締結までの間に、「２ 入札参加に必要な資格に関する事項」のいずれかを

満たしていないと認められる場合には、契約を締結しない。 



1 / 1 ページ

　　物件引渡し完了の日から起算して1年間

 納入期限

 納入場所 仕様書のとおり

参
　
加
　
条
　
件

　認定済
　営業種目
　（入札日の前日まで）

参加資格がないと認めた理
由の説明請求に係る回答期
限

令和8年1月15日 (木)

競争参加資格確認申請書
受付期間

令和7年12月15日 (月) 午前９時 から 令和7年12月23日

・公告日から過去５年において、国若しくは地方公共団体に業務用厨房機器類の納入
実績があること。
・当該調達物品について、メーカー、販売代理店等から出荷引受の証明が提出できる
こと。

　資格等

(木) 午後５時

営業種目

令和8年8月21日

 入札案件概要書 公告日 令和7年12月15日

 数量 仕様書のとおり

公告別案件Ｎｏ 1/1

 入札番号 4065

 契約件名 食器洗浄機（城山学校給食センター）

契約不適合責任

契約保証金 　　要

まで

 質問期限 令和7年12月26日

(木)

(金)

から

 回答期限 令和8年1月14日

参加資格がないと認めた理
由の説明請求期限

競争参加資格確認通知書
発行期間

令和7年12月25日 令和7年12月25日午後１時

午前１０時

(水)

午後５時 まで

 備考
・この調達は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
・本契約は、令和7年度 相模原市12月補正予算が令和7年12月22日までに相模原市議会において
可決された上、契約を締結することによって確定するものとする。

 開札予定日時 令和8年1月28日 (水)

令和8年1月27日(月) 午前９時 (火) 午後５時 まで
 入札書受付期間

(月)

から

までに必着　＊郵便の場合 令和8年1月26日

令和8年1月26日

令和8年1月13日 (火) 午後５時 まで

細目

業務用厨房機器類 -

正午 まで(火)



仕様書（食器洗浄機（城山学校給食センター）） 
 
1. 件  名  食器洗浄機（城山学校給食センター） 
2．場  所  相模原市城山学校給食センター 
        〒252-0111 相模原市緑区川尻 1673-1 
3．対象機器  食器洗浄機 
4．参考製品  株式会社アイホー  WFB-131W 特 
5．納  期  令和 8 年 8 月２１日 
6．本体寸法  幅 11,580 ㎜×奥行 2,265 ㎜×高さ 2,300 ㎜ 
7．材  質  【架台・アジャストボール・仕上げすすぎノズル】ステンレス SUS304 

【タンク・本体・洗浄室扉・制御盤・操作盤】ステンレス SUS430 
【コンベヤ】ステンレス SUS430 及び合成樹脂 

8．台  数  1 台 
9．仕  様 
（1） 本体寸法は設置スペース上、幅 11,580 ㎜×奥行 2,265 ㎜×高さ 2,300 ㎜以内とする 
（2） 定格消費電力 三相 200V 52.8kw 範囲内であること。 
（3） 蒸気消費量は 235 ㎏/Ｈ範囲内であること。 
（4） 蒸気の供給圧力は 0.2MPa 範囲内であること。 
（5） コンベヤ有効巾 1050 ㎜以上、洗浄物有効高さは 340 ㎜以上であること。 
（6） 専用の洗浄カゴに入れたまま洗浄できる構造であること。 
（7） 洗浄物はコンベヤ上のどこでも洗浄カゴごと洗浄できる構造であること。 
（8） 専用の洗浄カゴに詰め替えることで既存の食器カゴをそのまま運用できること（又はこれ 

と同等のもの）。 
（9） 送水パイプから膜状に洗浄水を噴射し食器の間に洗浄水が入り込み洗浄する構造であること

（又はこれと同等のもの）。 
（10）洗浄水温度、洗剤濃度が制御される主洗浄部が入口から順に配置。一つの洗浄モードを選択 

して各洗浄部の温度と濃度をコントロールできること（又はこれと同等のもの）。 
（11）1 槽目タンクに残菜回収装置を設けること（又はこれと同等のもの） 
（12） 浸漬槽は不要で、節水効果が向上する構造であること。 
（13）投入カゴに合わせて順次ポンプが稼働し、最後の投入カゴに合わせ順次ポンプが停止する 

省エネ運転が可能であること。 
（14）本体及び扉は二重断熱構造であり放熱や駆動音などを抑え作業環境を向上できる構造とす

る。 
（15）洗浄ノズルはスリット形状とし、SUS304 製プレスノズルとする。 
（16）入口と出口にコンベヤ停止スイッチを搭載していること。 
（17）過負荷保護装置を搭載していること。 
（18）操作画面はカラー液晶のタッチパネルとし準備、運転、停止等の操作が可能であること。 
（19）タンクの給水はフロートスイッチと電磁弁による制御であること。 
（20）出入口のコンベヤカバーはドライ仕様とし水返し付きであること。 
（21）仕上げ水は洗浄槽に再利用できる節水構造であること。 



（22）ラックに箸、スプーン、お玉、トング等備品を入れたまま洗浄できる構造であること 
（23）給水配管、蒸気配管、バルブ類はステンレス製とする。 
（24）出入口上部は除湿装置のモイスラー付であること。 
（25）掃除用散水栓を 3 ヶ所（入口・出口・真ん中）付けること。 
 
■【付帯設備 1】 
1．品  名  作業台（ドライ仕様） 
2．メーカー  株式会社アイホー【参考】 
3．本体寸法  幅 1,605 ㎜×奥行 600 ㎜×高さ 850 ㎜ 
4．材  質  【本体】ステンレス SUS430 板厚 1.2t No.4 仕上げ 

【アジャスト脚】ステンレス SUS304 
5．台  数  1 台 
6．仕  様 
（1）寸法・仕様は別紙図面の通りとする。 
（2）材質 SUS430、仕上げは№4 仕上げとすること。 

（3）天板排水部には取外し式パンチングストレーナ付きとする。 

（4）脚は丸パイプとすること。 

（5）天板はドライ加工（水切り加工）が施してあること。 
（6）天板にサンフリック樹脂製スノコ（取り外し式）付きとすること。 
 
■【付帯設備 2】 
1．品  名  移動台（ドライ仕様）  
2．メーカー  株式会社アイホー【参考】 
3．本体寸法  幅 1,200 ㎜×奥行 750 ㎜×高さ 880 ㎜ 
4．材  質  【本体】ステンレス SUS430 板厚 1.2t No.4 仕上げ 

【キャスター】ウレタン車 
5．台  数  3 台 
6．仕  様   
（1）寸法・仕様は別紙図面の通りとする。 
（2）材質 SUS430、仕上げは№4 仕上げとする。 

（3）脚は丸パイプとする。 

（4）ウレタンキャスターはφ125 とし 4 輪共自在で対角ストッパー付とする。 

（5）天板は浅型のドライ加工（水切り加工）が施してあること。 
（6）天板排水部には取外し式パンチングストレーナ付きとする。 
 
■【付帯設備 3】 
1．品  名  洗浄専用カゴ 
2．型  式  EXB-10 特【参考】 
3．メーカー  株式会社アイホー【参考】 
4．本体寸法  ①幅 485 ㎜×奥行 410 ㎜×高さ 140 ㎜ 
        ②幅 470 ㎜×奥行 380 ㎜×高さ 190 ㎜ 



5．材  質  【本体】SUS 製 
6．数  量  ①50 個 ②30 個 
7．仕  様 
（1）食器洗浄機 WFB-131W 特 対応品とする。 
（2）①飯椀汁椀 A803 を 1 カゴで 80 枚収容できること。 
（3）②主菜皿 A865 を 1 カゴで 80 枚収容できること。 
 
■【付帯設備 4】 
1．品  名  フラットウェアーラック 
2．メーカー  株式会社アイホー【参考】 
3．本体寸法  ①本体 幅 500 ㎜×奥行 500 ㎜×高さ 150 ㎜ 
        ②蓋  幅 500 ㎜×奥行 500 ㎜×高さ 90 ㎜ 
4．材  質  【本体】樹脂製 
5．数  量  ①20 個 ②20 個 
6．仕  様 
（1）食器洗浄機 WFB-131W 特【参考】の対応品とする。 
（2）箸、スプーン、お玉、トング等備品を入れたまま洗浄できる構造であること。 
 
10. 業務内容 
（1） 納品時の梱包材及び廃材は全て持ち帰り、廃棄物処理業の許可業者により適正に処理すること。 
（2）運搬、搬入搬出にかかる費用を含む。 
（3）設置設定、据付にかかる費用を含む。 
（4）機器の撤去（下記リストのとおり）、破棄処分等の諸費用を含む。 
（5）撤去機器全て撤去後に工事を行うこと。 
（6）既存設備を使用して電気、蒸気、給水、排水接続工事を行うこと。 
（7）既存設備位置に支障のある際は作業に影響のない箇所にて新規配管立上げを行うこと。 
（8）蒸気配管には保温のラッキング工事を行うこと。 
（9）既存の配管は撤去処分し、床はモルタル埋めを行うこと。 
（10）搬入据付後、移動機器を含めた試運転調整を行い正常に作動するか確認すること。 

 
 【撤去品リスト】 

物品名 型式 数量 

① 自動食器浸漬機 WPS-10 特 1 台 

② 自動食器供給装置 WDF-60 特 1 台 

③ システム食器洗浄機 WSK-47R 特 1 台 

④ 自動食器整理装置 WDS-60U 特 1 台 

 
11 報告書の提出. 



  受注者は、業務の実施について作業終了後報告書を速やかに発注者に提出し、発注者の検査・検
収を受けるものとする。 

 
12．損害の賠償 
（1）受注者は次のいずれかに該当する事由が発生したときは、発注者の責に帰する場合を除いて、

その与えた損害を賠償しなければならない。 
  ア 保守不完全により発注者に損害を与えたとき。 
  イ 発注者の財産に損害を与えたとき。 
  ウ 発注者の職員又は第三者の身体に危害を及ぼし、又はその財産に危害を与えたとき。 
（2）天災その他の不可抗力によって、管理業務上損害が認められた場合において受注者が善良なる

管理者の注意を怠ったと認められときは、発注者はその損害の全部又は一部を受注者に請求す
ることができる。 

 
13. その他 
（1）学校給食施設であることを十分に認識し、特に衛生管理に留意して業務を行うこと。 
（2）業務実施前後には、市職員に報告し許可を得ること。 
（3）洗浄室に入室する際は、市職員の指示に従うこと。 
（4）業務従事者に対して十分に取扱説明を行い、業務従事者の安全に十分配慮すること。 
（5）本業務の実施にあたっては、機器の運搬、設置に係る包装紙等を散在させることのないよう配

慮し、衛生的な作業環境の維持に努めること。 
（6）事前に納入スケジュールを作成し、給食センターと協議の上施工すること。 
（7）本業務にあたり機器の入換等による処分については、発注者の指示のあったものを除いて受注 

者の責任において適切に行うこと。 
（8）感染性疾患の疑い及び体調が優れない作業員がいる場合は、完治するまでその者を従事させな 

いこと。 

（9）この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて双方協議の上定めるものとする。 
（10）食器洗浄機についてはメーカー指定の洗剤を使用すること。 
（11）購入に係る機器の仕様書については性能、機能、技術等、最低限の要求要件を示しており 

必須であること。 
（12）入札機器の性能、機能、技術等がこれを満たしていないと判断なされた場合は、落札決定 

の対象から除外する。 
（13）同等品可。ただし質問期間内に「電子入札システム」によりカタログ等を添えて同等品申請

を行い承認を得ること。 









 

 
 上記物件売買について、相模原市を発注者とし、              を受注

者とし、次の契約条項に基づき契約を締結する。  
 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、

各自その１通を保有する。  
 
  令和  年  月  日  
 

発注者  相模原市中央区中央２丁目１１番１５号  
相 模 原 市   
代表 相模原市長 本村 賢太郎  印  
 

受注者  
 
                                          印  

 

契約番号            

１  契 約 件 名  

２ 

契 

約 

物 

件 

品  名  規   格  単  位  数  量  単価（税込）  金   額（ 税込）  

  

  

  

  

  

  

 ３  納 入 場 所  指 定 箇 所  

 ４  納 入 期 限  令和  年   月  日  まで  

 ５  契 約 金 額 
  百万    千    円  

         

 うち取引に係る消費税  
 及び地方消費税の額  

      
         

 ６  支 払 の 条 件  □ 部分払    回  □  完納払い（第７条全文削除）  

 ７  契 約 の 保 証  
 □ 免除（第１１条全文削除）  
 □ 現  金          円  
 □ 保険加入      □  有価証券          円  

 ８  契 約 不 適 合  
責 任 期 間     物件引渡し完了の日から起算して      年間  

 ９  そ の 他 の 事 項  

物 件 売 買 契 約 書（案） 

（総 価・ 2021 更新）  



契 約 条 項 

（総則） 

第１条 受注者は、この契約書に基づき、仕様書等（仕様書、見本及びこれらに対する質問回答書等をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、

この契約（この契約書及び仕様書等を内容とする物品の売買契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

３ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

４ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第２条 受注者は、発注者の許可を受けたときを除くほか、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担

保に供してはならない。 

（特許権等の使用） 

第３条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料（写真、イラスト及

び文章等を含む。）、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

（守秘義務） 

第４条 受注者は、本契約において知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。これは、契約物件の引渡し後も同様とする。 

（検収及び引渡し） 

第５条 受注者は、契約物件を納入しようとするときは、発注者の検収を受け、これに合格したときに当該物件を発注者に引渡すものとする。 

２ 検収の結果、不合格品があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に良品と引換え、再検収を受けなければならない。 

（契約代金の支払い等） 

第６条 受注者は、契約物件の引渡しが完了したときは、所定の手続きにしたがって契約代金の支払いを請求し、発注者は、適法な請求書を受理した日から

３０日以内に相模原市指定金融機関において支払うものとする。 

（部分払） 

第７条 受注者は、契約物件の完納前において、相模原市契約規則第４０条の規定により、対価の一部を受けようとするときは、既納部分に応じて契約代金

の部分払を請求することができる。 

（危険負担） 

第８条 契約物件引渡し前に、発注者受注者双方の責に帰することのできない理由により、当該物件に生じた損害はすべて受注者の負担とする。 

（契約不適合責任） 

第９条 発注者は、契約不適合責任期間中、契約物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、

受注者に対し、契約物件の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発

注者は履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、発注者は、その契約不適合責任によって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その契約不適合責任が、天災その他

の不可抗力に起因したと発注者が認めたときは、この限りでない。 

（履行遅滞の場合の違約金） 

第１０条 受注者の責に帰する理由により、納入期限までに契約物件を納入しないときは、受注者は、発注者に対して違約金を支払わなければならない。 

２ 前項の違約金は、遅延日数に応じ契約金額又は未納部分に相当する金額につき年２．５パーセントの割合で算出した額とする。 

（契約の保証） 

第１１条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第３号の場合においては、履行保証保

険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。  

(1) 契約保証金の納付  

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供  

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結  

２ 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額は、契約金額の１０分の１以上としなければならない。  

３ 第１項の規定により、受注者が同項第２号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第３

号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。  

４ 契約保証金から生ずる利子は、発注者に帰属するものとする。 

（物価変動に基づく契約金額等の変更） 

第１２条 契約期間内に経済事情の激変その他の予期する事のできない異常な事態が発生し、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者と受注者とが

協議の上、契約金額又は物件の規格等を変更することができる。 



（納入期限の延長） 

第１３条 受注者は、天災地変その他の正当な理由により納入期限までに納入を完了できないときは、発注者に納入期限の延長を請求することができる。そ

の延長日数は、発注者と受注者が協議してこれを定めるものとする。 

（発注者の催告による契約解除権） 

第１４条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間に履行がないときはこの契約を解除

することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

（1）受注者の責に帰する理由により、納入期限又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 

（2）前号に掲げるもののほか、受注者又はその代理人が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないとき。 

（発注者の催告によらない契約解除権） 

第１４条の２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損

害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

（1）契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可若しくは認可等を失い、又は営業の停止が命じられる等受注者が契約者たる資格を欠いたとき。 

（2）第２条の規定に違反したとき。 

（3）受注者の振出した手形又は小切手が不渡りになったとき。 

（4）破産、民事再生、会社更生手続開始の申立の時又はそれらの申立を受けたとき。 

（契約が解除された場合等の違約金） 

第１４条の３ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支

払わなければならない。 

（1）前２条の規定によりこの契約が解除された場合 

（2）受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合 

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

（1）受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により選任された破産管財人 

（2）受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

（3）受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により選任された管財人 

３ 第１項の場合において、第１１条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担

保をもって違約金に充当することができる。 

（暴力団等排除に係る発注者の契約解除権） 

第１５条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生

じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

（1）受注者が個人である場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例（平成２３年相模原市条例第３１号。以下本条及び第２０条において、「条例」とい

う。）第２条第４号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」という。）と認められるとき、又は、法人等（法人又は団体をいう。）である場合には、

同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等と認められるとき。 

（2）受注者が、神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号。以下本条において、「県条例」という。）第２３条第１項に違反したと認めら

れるとき。 

（3）受注者が、県条例第２３条第２項に違反したと認められるとき。 

（4）受注者が、条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるもの、又は受注者の支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する

事務所をいう。）の代表者が、暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであると認められるとき。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合において、受注者は契約金額の１０分の１に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。 

３ 前項の場合において、第１１条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保

をもって違約金に充当することができる。 

（談合その他不正行為による発注者の契約解除権） 

第１６条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により受

注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 

(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注

者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項

（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定した

とき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。）。 



(2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以

下「受注者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に

対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。）において、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実

行としての事業活動があったとされたとき。 

(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当

該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令

を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）

が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。  

(4) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）の、刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同法第１９８条又は

独占禁止法第８９条第１項若しくは同法第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者は契約金額の１０分の１に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わ

なければならない。 

３ 第 1 項の規定によりこの契約が解除された場合において、第１１条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、

発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 

（受注者の催告による契約解除権） 

第１７条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間に履行がなく物件の納入が不可能になったときは、こ

の契約を解除することができる。 

２ 前項により、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。その場合における損害賠償額は、発注者と受注者とが協議

して定めるものとする。 

（解除に伴う措置） 

第１８条 発注者は、この契約が解除された場合において、第５条の規定に基づき検収に合格し引渡しを受けた物品がある場合は、当該引渡しを受けた部分

に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。 

（談合その他不正行為による賠償の予定） 

第１９条 受注者は、第１６条第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の１０分の１に

相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

（1）第１６条第１項第１号から第３号までのうち、当該納付命令又は排除措置命令の対象となった行為が、独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引

方法（昭和５７年６月１８日公正取引委員会告示第１５号）第６項で規定する不当廉売に該当するとき、その他発注者が特に認めるとき。 

（2）第１６条第１項第４号の規定に該当する場合において、受注者が刑法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものでは

ない。 

（相殺） 

第１９条の２ 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債

権と相殺することができる。なお、不足があるときは、これを追徴する。 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第２０条 受注者は、契約の履行に当たって、条例第２条第２号に定める暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員等から不当介入を受けたときは、

遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。 

２ 受注者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察

署に提出しなければならない。 

（紛争の解決等） 

第２１条 この契約条項について疑義が生じたとき、又はこの契約書に定めのない事項については、その都度、発注者と受注者とが協議して定めるものとす

る。 

（合意管轄裁判所） 

第２２条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。 

 

 



                                                   別紙 1 
競争参加資格確認申請書  

 
年  月  日 

 

相模原市長 あて 

 
申請者 

郵便番号 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名           印 

（担当者氏名） 

（電話番号          ） 

 

 

次の案件に係る一般競争入札に参加したいので、入札説明書に記載された入

札に参加する者に必要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。 

 

 

 

公告年月日 
 

入札番号 
 

調達物品名 
 

 



 

別紙２ 

令和  年  月  日 

相 模 原 市 長 あて 

               出荷元 所在地 

                   商号又は名称 

                   代表者職氏名           印 
 

 
出 荷 証 明 書 

 
 この入札に関して２の出荷先の会社が落札した際は、指定の納期に間に合うよう、当

社が製造（又は輸入）している３の商品を、当社において２の落札者あてに出荷するこ

とを証明いたします。 

記 

１ 入札件名及び履行期間 

   件  名  食器洗浄機（城山学校給食センター） 

   履行期間  令和８年８月２１日まで 

２ 出荷先（入札参加者） 

   所在地                            

   商号又は名称                         

３ 出 荷 品 

   出荷証明書別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 

※ この様式の仕様を満たすものであれば別の様式を使用してもかまいません。 

※  出荷品により出荷元が異なる場合には、出荷元ごとに出荷証明書を提出してください。 
 



出荷証明書別紙
商品名 メーカー 品番 出荷数量

1 食器洗浄機 １台

2 作業台（ドライ仕様） １台

3 移動台（ドライ仕様） ３台

4 洗浄専用カゴ① ５０個

5 洗浄専用カゴ② ３０個

6 フラットウェアーラック① ２０個

7 フラットウェアーラック② ２０個

※仕様書に記載の参考製品で納品を希望する場合は、「仕様書のとおり」と記載し、出荷証明書に添付してください。
それ以外の製品で納品を希望する場合はメーカー・品番をご記入のうえ、出荷証明書に添付してください。
※こちらの書式については、指定ではありませんので任意の様式で作成していただいてもかまいません。


